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～ 国際研修 ～ 
 

第 46 回ベトナム法整備支援研修 

 

国際協力部教官      

須 田   大    

 

第１ はじめに 

法務総合研究所国際協力部（以下「当部」という。）は，2014 年３月３日（月）か

ら同月 12 日（水）まで（移動日を含む。），第 46 回ベトナム法整備支援研修（以下「本

研修」という。）を実施した。研修員は，ベトナム司法省国際法律局グエン・カン・ゴ

ック局長を団長とする 10 名であった（詳細は，別紙１を参照されたい。）。 

 

第２ 本研修実施の背景 

法務省は，1994 年から現在に至るまで，独立行政法人国際協力機構（JICA）の技術

協力プロジェクトの枠組みの下，ベトナムに対する法制度整備支援を進めており，現

在は，「法・司法制度改革支援プロジェクト・フェーズ２」（以下「現行プロジェクト」

という。）において，ベトナムにおける法の支配の実現に向け，司法機関の能力向上の

ための支援協力活動を行っている。 

1995 年に制定されたベトナムの民法は，日本の支援を受けながら 2005 年に全面改

正されたが（以下「現行ベトナム民法」という。），ベトナムでは，市場経済化の進展

や社会状況の変化に伴い発生した様々な問題に対処することを目的として，2016 年中

に現行ベトナム民法を大規模に改正することを目指している。 

現行ベトナム民法第７編「外国要素を含む民事関係」には，いわゆる国際私法分野

の規定が置かれているが1，規定内容が不明確なものや，国際私法の基本的な考え方や

現代の潮流から離れた規定も存在するとの問題意識に基づき，同編も大規模な改正が

必要な１分野として，ベトナム司法省国際法律局が中心となり改正草案起草作業が進

められてきた。 

我が国では，近時，2006 年に「法の適用に関する通則法」を制定し，2011 年の民事

訴訟法改正では国際裁判管轄の規定を設けるなど国際私法分野における法改正を経験

しているところ，今般，ベトナム側から，国際私法分野の改正草案起草に資する情報

                                                 
1 現行ベトナム民法の内容については，当部ホームページ掲載の同法仮和訳を参照されたい

（http://www.moj.go.jp/content/000111329.pdf）。 
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提供と同分野改正の起草担当者を中心とするベトナム司法省職員等に対する研修実施

の要望が寄せられた。我が国が上記法改正の経験で得た知見等をベトナムに提供する

ことは同国の要望に応えることになるとともに，現行プロジェクトの支援成果を発展

させることにもつながることから，本研修を実施したものである。 

 

第３ 本研修の概要 

本研修実施に当たっては，事前に現行プロジェクトの長期専門家，JICA，国際私法

分野の改正草案起草を担当しているベトナム司法省国際法律局関係者及び当部担当者

との間で綿密な協議を行い，本研修では，国際私法を専門とする大学教授，「法の適用

に関する通則法」等の立法担当者及び国際私法分野の実務に詳しい弁護士による講義

や意見交換，東京家庭裁判所の見学や同裁判所裁判官との意見交換を実施するほか，

ベトナム側参加者による国際私法分野改正の方向性に関する報告を実施することとし

た。 

これらのプログラムを通じて，ベトナム側参加者の国際私法分野に関する知見が深

まり，改正法案起草に資する情報がベトナム側参加者に提供されると同時に，日本側

関係者もベトナムにおける改正動向を把握して今後の支援協力活動に役立つ情報を得

ることを目指した。 

なお，本研修には，前記研修員 10 名に加え，ベトナム現地から現行プロジェクトの

長期専門家（当時）木本真理子弁護士2も帯同し，全日程に参加した。 

 

第４ 研修内容 

本研修日程の詳細については，別紙２のとおりであるが，以下，実施したプログラ

ムのうちのいくつかを紹介する。 

１ ベトナム側発表 

研修初日である３月４日（火）午後には，研修員を代表して本研修の団長である

グエン・カン・ゴック局長から，別紙３の「報告 民法の第７編『外国要素をもつ

民事関係』の規定の完全化 ベトナムの国際私法の制定についての報告」を基に国

際私法分野の改正動向等に関する発表が行われた（同発表の内容の詳細は，別紙３

                                                 
2 木本弁護士（アンダーソン・毛利・友常法律事務所所属）には，2012 年 11 月３日から 2014

年３月 31 日までの約１年５か月間，現行プロジェクトの長期専門家として精力的に活動して

いただいた。また，本研修においても，実施前の段階から，ベトナム司法省国際法律局関係

者や本研修にも御協力いただいた神前禎教授と綿密な協議を実施し，講師の方々に対しては

詳細な情報を提供してくださるなど御尽力いただいた。本研修の成功は一重に木本弁護士の

御努力によるところが大きく，改めて御礼を申し上げたい。 
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を参照いただきたい。）。 

２ 講義『法の適用に関する通則法の制定経緯』 

３月５日（水）午前には，法務省民事局小出邦夫総務課長を講師に招いて，我が

国の国際私法である「法の適用に関する通則法」の制定経緯等について講義をして

いただいた。小出総務課長には，「法の適用に関する通則法」の立法に携わった立法

担当者としての経験を基に，同法の立法経緯や，同法の逐条的解説をしていただい

たが，旧法である法例と比較しながらの変更点等の説明，学者の考えと実務の考え

との対立があった点の紹介など，具体例を交えて逐条的に解説していただき，研修

員も難しい分野の話ながら真剣に耳を傾けていた。研修日程の最初の講義で，小出

総務課長から，日本の国際私法の全体像を具体的に説明していただいたことから，

後の講義や意見交換会に向けて研修員の問題意識を醸成することができた。 

３ 法律事務所訪問及び講義『民事訴訟における国際裁判管轄について』 

３月５日（水）午後には，アンダーソン・毛利・友常法律事務所を訪問し，同事

務所に勤務されている渡邉剛弁護士，山口大介弁護士及び長田真理子弁護士から同

事務所の概要説明をしていただき，その後，同事務所の古田啓昌弁護士から，『民事

訴訟における国際裁判管轄について』と題して，講義をしていただいた。 

古田弁護士には，国際的民事紛争の分野に関する豊富な知識と実務経験に基づい

て，国際裁判管轄の基本知識，国際裁判管轄法制整備の経緯及び日本の現行民事訴

訟法における国際裁判管轄のルールに関し，立法過程において議論になった点も取

り入れて具体的に紹介していただくなど，非常にきめ細やかな御説明をしていただ

いた。また，古田弁護士からは，現行ベトナム民法の国際私法分野に関する条文に

ついてコメントもしていただけたが，現場実務の専門家による貴重な意見として真

摯かつ真剣に受け止めている研修員の姿が印象的であった。 

４ 講義『対外国民事裁判権法の制定経緯』 

３月６日（木）午前には，法務省民事局小林康彦参事官（当時）3を講師に招いて，

我が国の「対外国民事裁判権法」の制定経緯等について講義をしていただいた。小

林参事官には，日本の民事訴訟法の沿革，民事裁判権の意義，民事裁判権の対人的

制約，対外国民事裁判権法の制定経緯という流れで，基本的な部分から丁寧に説明

をしていただいたので，研修員の理解も進み，後半に行った質疑応答では，研修員

から活発な質問が相次いで出され，これらに丁寧にお答えいただいた。例えば，研

修員から出された質問のうち，絶対的免除主義から制限免除主義への移行期におけ

                                                 
3 小林康彦参事官は，現在，東京高等裁判所判事として勤務されている。 
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る状況や法制化した際の状況については，世界的な潮流，日本における大審院判例

から最高裁判例への判例変更状況，国連条約の採択などに関して順を追って丁寧に

説明していただいた。 

５ 東京家庭裁判所訪問及び裁判官との意見交換会 

３月７日（金）午後には，東京家庭裁判訪問及び裁判官との意見交換を実施した。

前半は，東京家庭裁判所の中野晴行裁判官から，家庭裁判所の概要説明と渉外事件

の審理状況を具体的なデータ等を基にして説明していただいた。ベトナムでは，裁

判官が抵触規定をいわば無視して国内法を適用し裁判を行ってしまっている実態が

あるため，研修員は，日本の裁判における渉外事件の審理状況や審理方法に関する

説明を真剣な面持ちで聞いていた。後半は，水野有子裁判官4が研修員からの質問に

対応してくださり，例えば，日本でも外国法の適用に関しては，手をかけて調査を

して行っていることや，法の適用に関する通則法を適用するに際しての裁判官のス

タンスなど，具体例を交えて説明していただいた。また，質疑応答の後には，調停

室，審判法廷，児童室など東京家庭裁判所の施設を具体的な利用方法を教えていた

だきながら説明していただいた。 

６ 意見交換『ベトナム民法改正の論点』及びベトナム民法改正の草案検討 

３月７日（金）午前，同月 10 日（月）午前には，現行プロジェクトのアドバイ

ザリーグループであるベトナム民法共同研究会にも参加していただいている学習院

大学法科大学院の神前禎教授に御協力いただき，ベトナム民法改正における国際私

法分野の論点検討や同分野の改正草案検討を実施した。具体的には，神前教授に，

本研修の団長グエン・カン・ゴック局長をはじめとする国際私法分野の改正草案起

草メンバーが作成した草案に関して，逐条的にコメントをしていただき，そのコメ

ントを基に更に本研修の参加者が意見を出し，その上で神前教授を交えて議論をす

るという形で意見交換及び草案の検討を実施した。 

７ 法律事務所訪問及び講義『法の適用に関する通則法制定の経緯及びその後の影

響』 

３月 10 日（月）午後には，西村あさひ法律事務所を訪問し，同事務所に勤務さ

れている福沢美穂子弁護士，柳瀬ともこ弁護士から同事務所の概要説明をしていた

だき，その後，同事務所の手塚裕之弁護士から，『法の適用に関する通則法制定の経

緯及びその後の影響』と題して，講義をしていただいた。 

手塚弁護士は，法制審議会国際私法部会の幹事を務められ，前述の小出総務課長

                                                 
4 水野裁判官は，現在，東京地方裁判所判事として勤務されている。 
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同様，「法の適用に関する通則法」の制定過程を熟知されていることから，豊富な知

識と実務経験に基づいて弁護士実務家から見た同法制定の経緯とその影響について

説明していただいた。手塚弁護士の講義においては，同法の制定により，従前解釈

上の問題が頻発していた論点について，より明確で合理的な規律が示されるととも

に，例外的状況に対して裁判所が解釈論により柔軟に対処できる余地を残し，他方

で一定分野においては，諸外国の現代的な国際私法に倣って弱者保護の政策的配慮

も取り入れるバランスのとれた立法になっているという積極的な評価と，不法行為

の成立に関する特別留保条項の維持は過度な加害者保護になり得るものとして問題

をはらんでいるとの指摘がなされたが，これらは，本研修を通じて，日本法の制定

過程や実務の状況を見聞してきた研修員にとって，更に国際私法分野の知見を深め

る良い契機となったと思われる。 

８ 総括質疑 

最終日の３月 11 日（火）には，本研修を踏まえての総括質疑や意見交換，全体

評価会を行い，グエン・カン・ゴック局長をはじめとする本研修参加者からは，各

プログラムで得た知見を基にした自国の国際私法分野の改正方向性に関する意見や

本研修の成果を改正草案に反映させたいとの意気込みが感じられる発言が出される

など，本研修期間中にも成果の一端が現れていることを感じることができた。 

 

第５ 終わりに 

本研修の成果が国際私法分野に関する改正ベトナム民法において，どのような形で

結実するかは 2015 年に予定している同法の成立を見るまでは分からないが，同分野改

正草案起草の中心メンバー等により構成された本研修の研修員が，いずれのプログラ

ムにも主体的に参加して日本の知見を吸収することに真摯に取組み，総括質疑では，

これを今後に積極的に活かそうという強い意欲が伺えたことに照らすと，本研修を実

施した意義は大きかったと感じている次第である。 

このように実り多く内容の濃い研修を実現することができたのは，講師の先生の皆

様，神前教授，翻訳・通訳を通じて日本側と研修員との架け橋になってくださった大

貫錦氏，綱川秋子氏，各訪問先の皆様など，関係者の皆様の多大な御支援，御協力が

あってこそのことであり，この場をお借りして，改めて厚く御礼を申し上げたい。 

以 上 
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